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司法行政文書開示通知書

令和3年10月4日付け（同月7日受付，第030559号）で申出のありまし

た司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知し

ます。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

民事立会部における主任書記官の役割（平成14年12月） （片面で10枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，公にすることにより裁判所の情報セキュリティの確保に支障を

及ぼすおそれがある情報が記載されており， この情報は，行政機関情報公開法第

5条第6号に定める不開示情報に相当することから， この情報が記載されている

部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 (3264) 5652 (直通）
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は じ め に

モデル部等の研究成果を踏まえて「民事立会部における書記官事務の指針」を

まとめた。ここで示された裁判官と書記官の協働態勢に基づく書妃官の審理充実

事務の各種取組は，全国的な広がりを見せ，争点中心型の審理及びこれに引き続

く集中証拠鯛ぺの定着といった点で成果を上げており，今後も更に継続・発展さ

せていく必要がある。このような観点から，引き続きこの取組を実践していく上

での留意点等を取りまとめた「モデル部の総括」を発出したところであるが， さ

らに，今回，民事立会部における羊仔書記官の役割について，現時点における到

達点を取りまとめることとした。

現在，裁判部においては，書記官比率の増加，書記官の大幅な若返り，新任事

務官の裁判部配置によって，職員構成が大きく変化している状況がある。他方で，

民事翫訟法の目指す争点中心型の訴舩運営が定若するに従って，民事立会部にお

ける書記官の役割が多様化してきている。このような状況の下， これを指導監督

する立場にある民事立会部における主任書記官の役割を明確にすることが求めら

れている。主任書記官として，主として求められる役割は，事件処理が適正・迅

速に行われることを目指して，部の書記官の事件処理状況を的確に把握した上で，

より適切な事件処理を行うという観点から書記官事務の指導監督を行うことであ

り， また，指導監督が効果を上げ部下がその持てる能力を十分に発揮できるよう

に，部全体の環境を整備するために部のマネージメントを行うことである。

ここに掲げられた各種の取組については，それぞれの目的を十分に理解した上

で，部総括裁判官との信頼関係に基づく協働態勢の下で，部における事件数や職

員構成等の実情に応じて，各部において必要性の高いものから実践に移していく

ことが大切である。また，主任書記官が役割を果たす上で求められる確かな実務

知識に裏付けられた事務処理能力のほか，組織管理能力,OAに関する知識の向

上等の自己研鎖に努め，首席書記官等との連携を図ることも重要となる。

以上の趣旨を踏まえ，民事立会部の主任書記官に求められる役割を実践してい

ただきたい。
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民事立会部における主任書配官の役割
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’’ ’舅言工書言已官事務の才旨導霊宝督

J… ’官事務の指導監督の基本
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【ポイント】

堅実な事務処理を基盤として，公証事務・審理充実事務のバランスに

留意しつつ指導監督する。

事件に関する問題点等を的確に把握した上，書記官の資質や経験に応

じたきめ細かな指導をする。

一

1 留遼点等

書記官に対する指導監督の方向性

書記官の基本は，訴訟記録の作成･保管を中心とした公証官としての役割にあり，公証と

としての基礎的な能力が不可欠であることは，現在でも変わるところはない。また，そのよ

うな堅実な事務処理の基盤に立って， 『民事立会部における書記官事務の指針」 （以下「指
針』という。 ）で示された裁判官との協働態勢に基づく審理充実事務についてj更に取組を

深めていくことが重要である。

審理充実事務は，公証事務と有機的に結びついたものであって，争点中心型の適正・迅速

な裁判を実現するためには，書記官が，審理充実事務の取組を通じて争点に関する情報を収

集・整理することにより，争点整理手続の充実に寄与するとともに，その経過及び結果を弁

論準備手続調書や要領調書の作成に有効に活かしていくことが不可欠である。

したがって，主任書記官としては，書記官事務は正確な事務処理の基盤に立って行われる

ものであり，審理充実事務と有機的に結びつけた公証事務を行うことに留意し，バランスの

とれた指導監督を行っていく必要がある。

2モデル部等における実践例

○部，係又は書記官ごとに毎月テーマ（例えば， 『進行が停止している事件の状況確認と
当者等への働きかけ』 ， 「雑事件の迅速な処理』等）を決めて実践した上，部のミーティ

ングや書記官室ミーティングで成果を検証する。

○主任書記官が部下の指導に必要な範囲で，単独事件を一部担当し，単独事件の処理の中

に入って，実践的に指導する。
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【ポイント】

書記官の進行中の事件の記録を適時・適切に査閲して指導する。

指導監督の出発点等とするため，部に配てんされた事件の既状に目を

通すなどして，必要な範囲で事件の概要等を把握する。

【ポイント】

確定記録，控翫記録等の速やかな点検により，密記官の事務処理能力

のレベルを把握するとともに，書記官との意見交換を通じて，重要ポイ

ントを指摘しつつ，具体的な根拠及び改善策を示して実効性のある指導

をする。

１
１
１

1 留念点等

主任書肥官による進行中の事件の査閲

主任書記官は，当該部又は部とみなされるものに配置された裁判所害記官等の一般執務に

ついて指導監督する立喝にある（大法廷首席書記官等に関する規則第5条第3項） ．この指

導監督の内容として，書記官等の事務が法律，規則，規程,通達等に従い適正かつ能率的に
処理されているかどうかという観点から，事件に関する記録その他の害類及び保管等につい

ての査閲権限を有する（大法廷首席書記官等に関する規則の運用について第4の’ ’第，の
1） ．

このことから，主任香記官は，部に配置された書配官の進行中の事件の記録についても査

閲をした上，適正かつ能率的な事務処理という観点から指導監督をする役割を担っていると

いうことができる．この役劉を適切に担っていくためには，常日頃から香配官とコミュニケ

ーションを図ること等によって，部下の執務状況を把掴した上， 日常的な指導監督により事

件処理をリードしていくことが必要なことはもとより当然である．

なお，進行中の事件の記録の査閲を行う際は，全件について行う必要はなく，査閲が必要

な記録について適切に行うとともに，これによって部下の自覚と責任感を失わせることがな

いように留恵する．

2モデル部等における実践例

○経験の浅い害肥官に対しては，－定の期間，裁判官の麗印を受ける煎の園書に目を通し

て指導する．

○実質的な争点整理が行われた期日，証拠決定が行われた期日，争点整理の柊結が行われ

た期日の争点塾理手続図書について，裁判官の麗印を受ける前の鯛書に目を通して，記戯

方法等について指導する．

Q民事裁判事務処理ｼｽﾃﾑ,期日進行管理プﾛグﾗﾑ等を利用して,■■■■■
■■■ ‐肯作成した上，問題状況や進ちょく状況を砿麗E五万百滴扉子颪
○定期的に書記官のロッカーを点検し，進行がしばらく停止している配録等について問題

状況や進ちょく状況を確麗しながら指導する。

○窓口対応等から書肥官が抱えている閏圀を発見し，香配官に問題状況等について報告さ

せた上，時機をとらえて適切に指導する．

○瞬状に目を通し（必ずしも担当書配官が行う審査と同程度にまで行っているわけではな
い。 ） ，事件処理上留意すべき点について担当書記官と懐圏する形で指導したり，担当書

記官と事件の審理過程の見通し等について函賎しているなどの例がある．

1 留竃点等

主任書配官による事後的な点検

確定記録，控所記録等の点検を通じて，各人の事務処理能力，知徴，習熟度の把樫に努め

る。特に鯛書判決，和解圏書，送達手続，郵券処理，保管金・保管物の処理，予告登記の処

理等のポイントについては丁寧に点検し，指導すべき点があれば具体的な根拠及び改善策を

示して指導する．また，他の書配官にとっても膜りやすい点については部内で脱明を行うな

どする．

2モデル部等における実践例

○控勝配録について，単に膜りを指摘するだけではなく，香記官の理解度を確隠した上で

根拠等を脱明しながら指導する．

○確定記録について，画要ポイント（園書判決，和解頑書，送達手続，郵券処理，保管金

・保管物の処理，予告登記の処理等）を中心に指導する．

○部の控鯨記録を題材にして，各書記官がこれを点検・検肘した上，書配官相互の意見交

換を図ることによって，理解を深めさせる方法で摺導する．
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2進行中の事件を通じた指導監督 3事後的な点検を通じた指導監督



【ポイント】

審理充実事務の取組状況に応じて，段階的かつ計画的に指導する。

事件の概要や争点等を共有し，事件処理の中で具体的に指導する。

【ポイント】

中堅クラスの書記官に，サブリーダーとしての役割を与えながら指導

監督するのが有益である。

どのような役割を与えるかについては，部の職員構成，本人の立会経

験等を考慮した上でできる限り明確に決める。

その役割等については，部全体のミーティング等の機会に部の構成員

に浸透させるとともに本人にはっきりとした自覚をうながす必要がある。

I

1 留竃点等

審理充実事跨についての指導監督の方向性

指針が目指す裁判官との協働態勢を構築するためには，裁判官から見て信顔に値する書記
官を育成する必要がある．そのためには，書記官の審理充実事務が，裁判体の適切かつ円滑
な事案解明行為を支えるものであることやその意穣を理解させるとともに，次の観点に留意
して指導する必要がある．

審理充実事務は，①裁判官との共通露戯に基づき， 目的及び費用対効果を意溌した真に役
に立つものでなければならないこと，②書記官事務の基本である公証事務と有機的に結びつ
いたものであること．

また，審理充実事務についての指導をする陣には，主任書記官が事件の概要等や争点，逆

行上の問題点を把邇した上，実際の事件処理の中で具体的な取組を示す方法で指導する必要
がある。

さらに， この点の指導については，主任書記官と裁判官とが十分に愈見交換をすることが
大切である．

2モデル師等における実圃例

○主任害配官が単独事件のミーティングに同席することによって，従来，主任書記官から
見えにくいと言われていた単独事件の進行状況や処理状況を把握できる・ようになり，害記
官に対する公歴事務及び審理充実事務の指導のきっかけを作ることができる．また，担当
書記官から相談しやすい雰囲気を作ることができる．

○裁判官が争点整理を要するものとした単独事件を選定し，主任書記官が記録等を基にし

て事案を把握した上で，担当書妃官と審理充実事務についてのミーティング（進行管理ミ

ーティング）を行う形で指導する．併せて，弁険準備手続函書や整理書面の作成方法等に
ついても指導する．

1 留痘点等

（1） 中堅クラスの書妃官に対する指導監督の方向性

中堅クラスの書配官にまず期待されるのは，書配官としての経験を活かして，事件処理

において他の香記官をリードしていくことであると考えられる．具体的には，効果的な審
理充実事務を実践するため，争点を的砿に把掴した争点整理鯛香や要領園書を作成し，真

に役に立つ期日間準備を行い（整理書面の作成等） ，部のミーティングで事件処理上の工

夫や改善を要する事項等について積極的に発言するという役創が期待される．

。 また，中堅クラスの書記官には，車件処理におけるサプリーダーとしての役割も期待さ

れており，合腫事件を担当させ，経験の浅い書記官や事務官に対する指導をさせたり，進
行中の事件のチェック等を担当させることも有益である．

加えて，統計資料を作成・分析させた上，事務改善に関する企画立案等も行わせるなど，
本人の知職，経験等に応じて指導することが考えられる．

その際，主任書罷官事務を単に任せるのではなく，当咳中堅クラスの書配官の経験や事
務量等に配慮しつつ，段階的に育成していくことが肝要である．さらに，サブリーダーと
しての役割を担当させた中堅クラスの書配官が部や係の中で孤立するということがないよ
うにバックアップしていくことも■要である．

（2） 中堅クラスの書配官にサブリーダーとしての役創を与える隊の留意点

中堅クラスの書肥官にサブリーダーとしての役創を与える際には，まず本人と面談し，

中堅クラスの書妃官としての立場や期待される役創を本人に自覚させる必要がある．

中堅クラスの書配官の役割は，固定化して考えるのではなく， ･本人の立会経験や部の畷
員構成等を考竃して柔軟に決定していく必要がある。また年度途中であっても，部の轍貝
犠成の変化等があった場合には，柔軟に見直しをする必要がある．
2モデル邸辱における実圃例

以下のような方法で中堅クラスの書配官に対する指導をする．

○合麟担当の書記官をサブリーダーとして位歴付けて，新任書配官の指導，他の書記官の
進行中の事件のチェック，書配官室及び裁判官室との協働態勢を構築するために必要な事

１
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4審理充実事務の取組状況に応じた指導監督 5 中堅クラスの書記官に対する指導監督
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項(LANの活用，情報の共有化の在り方， ミーティングの企画など）の企画立3

させる．

○サブリーダーの書記官を単独係のキャップ書記官として位置付けて，同じ係の1

い書記官の指導同じ係の他の書記官の進行中の事件のチェックなどを担当させる．

の企画立案に関与

同じ係の経験の浅

1部のマネージメントの基本I

f

【ポイント】

部全体の事務処理状況を的確に把握した上，個々の職員との十分なコ

ミュニケーションを通じて，各書記官や部が抱えている事件処理上の問

題点を見いだし， これを適切に解決できる執務態勢を構築する．

↓

1 留竃点等

効果的な銃叶資料等を作成した上で分析する必要性

主任書記官が業務管理を適切に行うためには，当咳部の事務処理状況を把邇するとともに，

問題点等を的確に分析する必要がある．この把擢と分析は，感覚的に行うのではなく，客観

的データに基づかなければならず，繁忙状況や問厘点等を浮き彫りにするものであることが

期待されている．

そこで，上級庁に対する統計報告や自庁統計等の客観的データについては，受動的に作成

するのではなく，問題意徴を持って自らも前肥の観点から十分な分析を行うとともに，民事

裁判事務処理システム又は期日進行管理プログラム等を利用して，適時適切に把握するよう

努めるべきである．

2モデル部等における実践例

○書記官が抱えている問題について相麟できるように， 日常的に声をかけてコミュニケー

ションを図るとともに，必要に応じて個別にヒアリングを行う．

○窓口等の当事者対応の状況に気を配り，書記官が抱えている閏題を発見した上，必要に

応じて直接当事者対応を行う等の適切な措匿を採る．

○書毘官の立会日に民事鍛判事務処理システム又は期日進行管理プログラム等を利用して，

打ち出した■■■等に基づいて，進行予定等を適宜確麗する形で書記官とコミュニケーシ
ョンをとる．

○書記官から相麟された車項の性質によっては．書記官室の構成員全貝で腫践をする．
○部の控臨記録や確定記録を題材にして，各書配官が問題点等について検肘した上で，検
肘会を開いて蹟輸をする．

○書配官室全員又は各単独係の書記官との間でミーティングを行い問題点等について惚蹟
する．

○主任書記官自身が得た情報の中で，各書記官に伝えるべき情報を的確に伝えた上で，問
題点等について検肘させる．

I

0

P

－6－ －7－

== ZP-菅二F一＝エート



1

I

3部の内部における執務態勢の検討

f

●

【ポイント】

部の裁判官との間で，部の運営に関する基本方針についての麗職を共

通にしておく必要があることから，常に意見交換ができるような信頼関

係を構築する。

【ポイント】

主任書記官は， 自ら事件処理を担当するとともに，主任書妃官と中堅

クラスの書記官が協力して書記官等に対する指導監督をし，部全体の事

件処理を円滑に行うことができるよう書記官室の事務分担を適切に行う。

そのためには，常に事務処理の効率化を図りつつ，各書記官等の事務

処理状況を的確に把握した上，客観的なデータ等を基に部総括裁判官と

協溌し，部のミーティング等で，職員の理解を得た上で事務分担を決定

する必要がある。

ト

ヤ

1

1 留意点等

部の麹判官との憧働関係

部の裁判官と相互の個頼関係に基づく箇働態勢を築くことが必要である．とりわけ部総括
裁判官との信頼関係は，部を運営する上で基礎となる。

このことから，主任書記官は，常に部における適正かつ効率的な事務処理の阻害要因を発

見することに努め，部の裁判官にこれを報告・脱明するとともに相鮫して，問題点を解決を

していく役創を担っている。その際には，主任書記官は，可旋な限り，解決康の第1次的な

プランを策定した上で部総括裁判官に相談すべきであり，単独事件を担当する裁判官にも書
記官の置かれている状況等を伝えた上，害配官の指導方針や係の運営状況について霞し合う
檀会を作り裁判官と竃見交換をすることが必要である．

これらを実践することは，書記官室の意見を部の速営に適切に反映させることにもつなが
るしヅ他方，裁判官の事件処理方針を書記官室に浸透させることにもなる．
2モデル部等における実践例

○部全体のミーティングを行う前提として，あらかじめ，部総括裁判官と間題点等を共有
できるように打ち合わせをする．

○事前協圏をする願には，問題愈霞を共有するために，有効な資料（書記官別手持ち事件
一覧表，録音反訳利用実績一覧表等）を作成した上で笛感する．

○部としての意思決定をする際の参考とするために，他の部や舩廷の動向についての情綴
を収集した上で報告する．

’

1 留意点等

（1）主任書妃官の事務分担検肘の方向性

主任書肥官が合膳事件を担当する窓味は， 自らプレーイングマネージャーとして複雑困

建な事件を担当し，これを適正・迅速に処理する中で，他の書配官を事件処理の面におい

てリードすることにある．事件処理を通じて合繊体を構成する裁判官とコミュニケーショ

ンを深め，部の事件の処理状況等を把握することができるという効果がある。

また，部の実情も考恵しつつ,主任香記官が，合鱗事件の担当から一部離れ，単独事件

にも関与するという形態も考えられる．これにより，主任書記官は，部全体の事件の処理

状況をより的砿に把握することができるとともに，書記官を実践的に指導監督していくこ

とによって，単独事件の処理について，きめ細かい指導監督をすることが可能となる．

（2）書配官室の車薗分担検肘の方向性

主任書記官は,常に部全体の事務処理の効率化を図っていく必要がある．その上で部全

体の専務分担を適切に行い，効率的な執務態勢の構築に取り組む必要がある． 、

2モデル部等における実践例

○事務処理状況の問題点を把握するための資料，例えば，書配官ごとの事件数一覧表，立

会時間の－覧表，証拠鯛べの件数の－覧表，要領圏書の作成状況の一覧表等の客観的なデ

ータを塾えておくとともに，庁や部の全体状況の中で各書記官の事務処理状況を随時分析
する．

○－時的に事務が集中している書記官がいる珊合には，機動的に応援できるようにしてい
る．

○モデル部等における事務分担の例

・ 合蹟事件の担当書配官を主任書記官1人から他の書記官1人を加えた2人にする．
・ 合圏事件の担当書記官を主任書記官を含めた2人にした上で，主任書記官が，一定の

小
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2部の裁判官との信頼関係の構築
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単独事件を担当する。

L全』裁判官と書記官との協働態勢のための環境整備主任書記官が複雑・困難事件を一定数抽出して担当する。

【ポイント】

指針に記載されている各種ミーティングをツールとして活用する等し

て，部全体で協働態勢を構築・維持・発展させることができる環境を整

備していく。

0

0

留意点等

部のミーティング（指針4ページ参照）実施に当たっての留意点

アミーティングを立ち上げる際には，最初から大上段に構える必要はなく，身近な問題

（例えば書式集の作成やひやり●はっとした事例など）を取り上げることから始めれば

足りる（まずはミーティングという制度を立ち上げることが重要である。 ） 。

イミーティングを立ち上げた比較的早い段階で，事務処理要領の作成をテーマとしてい
る例が多い。

ウ個別のミーティング期日の議題等は，必ずしも主任書記官自身が決める必要はなく，

中堅クラスの書記官等に企画立案させることによって，指導的要素を加味させることも
できる。

エ部の構成員が平等な立場で意見を述べられるようにすることによって，ミーティング
の形骸化や自己目的化を防ぐことができる。

オミーテイングで持ち寄った資料等は，記録化する等して部の構成員全員が共有するこ
とが望ましい。

モデル部等における実践例

○部のミーティングで取り上げる事項の例

①審理充実事務に関する部としての方針決定，②配てん及び事務分担の決定,@OA化
に関する運用ルールの策定，④長期の研修に参加する職員や長期の休暇等に入る臓員のフ

ォローの方法，⑤具体的事例（ひやり・はつと事例及び新聞報道された過娯事例）に基づ
く自発的な形での改善策等についての討譜，⑥主任書記官会議等の購題について事前肘議,
⑦主任書記官会溌等の内容の伝達･討議，⑧研修・協議会参加に当たっての車前討議，⑨
研修．協護会参加者の報告●討議，⑩配てん及び事務分担の定期的見直し，⑪録音反訳の
運用に関する事項

○主任書記官は，協働意識を芽生えさせるためにミーティングというシステムを作る。

1

’ 2

○ミーティング自体が形骸化しないように，その位置付けや毎回の騒題を明確にし，主体
的に運営する。

○ミーティングで取り上げた事務処理方法等を記録化する等して，部の構成員が共有でき
るようにする。

’
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1 留竃点等

主任替記官が部のマネージメント等を十分に行うためには，法改正や裁判所全体の動きに
関する情報，当該庁における弁睡士会等外部との対応状況や事務局の賭課題に対する取組等
様々な情報を知っておくことが不可欠である。各庁においては，意戯的に主任書記官に必要
な時期に必要な情報を伝達する態勢を整備すべきである。

主任書記官は，各部で発生した過霞問題,審備や広報対応問題，各部で取り組んでいる事
務の効率化や審理充実事務の状況等について，案件に応じて，首席書記官及び事務局に適時
に情報を伝達し，相麟，協臓をすべきである｡.また，連携を強化する上では，首･次席書記
官と主任書記官が各部の執務状況，部で生じている問題点と対処方針等をテーマとして，個
別面談を行うことが効果的である。

2モデル部等における実殴例

（1） 首席書記官，次席書記官及び魁廷管理官との連撲

○特に警備が必要な事件や広報対応が必要となる事件については，その可能性が生じた
時点で速やかに報告し，対応を協感する． ．

○部の中で過誤が生じた場合には，部総括裁判官に報告した上，首席書記官等に第一報
を入れ，対応を協感する．

○病休等による欠員が出た場合に，部総括裁判官等と協蟻をした上で， フォローをする
ための執務態勢のプランを作成し，首・次席書記官等と協蹟する。

○首・次席書記官と主任書記官が各部の執務状況，部で生じている問題と対処方針等を
テーマとして，個別面鮫をする．

（2） 事醗局との連撲

○警備又は広報対応上必要となる情報を十分に把擢した上，資料となる事実を積極的に
報告するなどして密接に連絡を取る（首席書配官等に対しても同橡である． ） ．
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5首席書記官,次席書記官,訟廷管理官及び事務局との連携


